
番号 学校区 場  所 要望内容 地図 説  明 評 価

6 清小七中

清水口2-8-1付近
清水口保育園北側
横断歩道

押しボタン式信号
機の設置
（前回××

Ｒ3路面塗装〇）
6

児童が横断歩道を渡ろうとしても停止してくれる
車が少なく、安全ボランティアが旗を前に出して
車を止め、児童を渡している状態。ボランティア
がいることで、左右を確認せずに横断歩道を渡ろ
うとする通勤の方もいて危険なため、信号機が必
要。通行量が多いのは通勤・通学の時間帯だけな
ので、押しボタン式を希望。

×

7 七中

清水口3-29～七次
台2-2

緑道途中の横断歩
道

押しボタン式信号
機の設置

7

朝や夕方の時間帯には通行車両が多く、横断する
歩行者や自転車と通行車両との事故が心配。道路
標示のおかげで横断者がいるときに停止してくれ
る車も増えてきたが、左右両方の車が停まってく
れることは少なく、朝と夕方は横断が困難であ
る。

×

－

－

20

七小七中 西白井３丁目と
４丁目の境目の交
差点

・横断歩道補修 18

信号のある交差点ではあるものの横断歩道が非常
に薄くなっている。
車両も歩行者も多く通るので補修を要望。

－

21 清小七中

けやき台2-1

けやき台公園付近
・横断歩道の設置
（前回××

Ｒ3路面表示〇）

19

けやき台2-5、2-6に住む児童がけやき台公園側に
渡るための横断歩道がない。昨年度
「横断注意」の路面標示をしていただいた が、
この地点は冨士地区含め西白井駅を利用する歩行
者・自転車の動線にあたる上、道路は風間街道と
第三小方面をつなぐルートにあたり通過する車も
多いため、横断歩道の設置が必要。

×

【印西警察署】
横断歩道の補修を予定しています。

【印旛土木事務所】
車止めを増設し、黄色の停止ラインを設置する予定
です。

【印西警察署】
補修を予定しています。

【印西警察署】
周囲に既存の横断歩道があること、また、歩行者の
滞留場所がなく安全が確保できないため、設置でき
ません。

【印西警察署】
要望内容ほど交通量は多くなく、横断歩道手前で滞
留する等までは認められなかったことから、押しボ
タン式信号機までの設置は必要としないと考えられ
ます。

【印西警察署】
通学時間帯に現場確認をし、児童・生徒の利用人
数、交通量が頻繁ではないこと、また、通行車両の
ほとんとが横断歩道手前で減速しており歩行者妨害
車両は認められなかったことから、押しボタン式信
号までの設置は必要としないと考えられます。

横断する人数が多く、歩道ぎりぎりで待っている
児童がいる。車に巻き込まれないようにラインを
太くするなど、一歩下がって待てるような工夫を
要望。
横断歩道も薄くなっているので補修を要望。

19 七小七中
七次台小学校前交
差点

・路面標示工夫
・横断歩道補修

17

（２）横断歩道の設置・路面表示の補修

回  答

令和４年度回答事項
（１）信号機の設置・調整について



38 七小七中

西白井3-14付近
西白井２丁目と３
丁目
の境の坂道 坂道、交差点付近

に凹凸加工などの
速度抑制

35

自転車がこの坂道をノーブレーキで走る。坂道に
は横道が数か所あり、緑道の横断やコンビニ、そ
の先に交差点があるので危ない。坂道や交差点付
近に速度を抑えるハンブなどの加工を施していた
だきたい
または自転車側でも車側でも注意喚起の表示をお
願いします。

△

39 七小七中

風間街道(根１８
２６付近)から西
白井４丁目
（可能であればホ
ンダの道路まで）

道路、遊歩道、児
童の通学路の新
設・設置
（前回×-）

36

現在、西白井３・４丁目に住む児童は、風間街道
に出るまでに児童歩行専用の通学路を通り、遠回
りをして通学している。あまり人気のない道で危
ない。
遠回りの道は道路が狭いわりに交通量も多く見通
しが悪く非常に危険。
また、防災等、非常事態の時、西白井３・４丁目
に住む人は学校への避難が難しい。要望する道が
通ることにより、児童や保護者の安心と安全につ
ながると考えることから、新設を要望。

－

40 七小七中
シンワ電機西白井
店から風間街道丁
字路まで の道

ガードレールの設
置

37

路側帯が狭い上に生垣で塞がれているところが
あって歩行者が通りづらい。車が突っ込むのか、
畑との境目になっているフェンスが頻繁に壊れて
いる。ガードレールを設置するなど歩行者が安全
に通れるような対策をしてほしい。

○

【道路課】
合同点検の結果、坂道であるためハンプなどによる
速度抑制対策は、却って自転車のハンドルを取られ
るなど危険であることから物理的な対策は行わない
こととしました。
坂道につきましては、交差点（横道）があることを
注意喚起するため、十字マーク及びドット線の路面
標示を設置しております。

【道路課】
西白井３・４丁目から風間街道に抜ける市道 ００
－１３９号線の整備計画約３０７メートルのうち、
西白井側の約１５２メートルは用地買収が完了し暫
定的に歩道を整備しています。
また、風間街道側から西白井側に向かって約６５
メートル部分は車道の表層アスファルト舗装を残
し、それ以外の整備が終わっています。
残る間の約８３メートルについては、用地交渉が困
難な状況となっております。
七次台3丁目ホンダカーズ東葛千葉ニュータウン西
店から風間街道を結ぶ道路について は、平成２５
年度までに基礎的な調査などの概略設計を行い、平
成２９年度に予備設計を実施し、大まかな線形や標
準的な構造を決定しています。当該道路は、通学路
のほか、安心安全の推進や地区と地区を結びコミュ
ニ
ティを醸成するうえでも、必要な道路と考えていま
すので、後期実施計画の期間中に計画化に向けて道
路線形を決定するための用地の調査等について準備
を進める予定です。

【道路課】
ガードレールを設置することで歩行スペースがなく
なってしまうため、通行車両に対して児童生徒の道
路横断があることなどを注意喚起するため、「学童
注意」の路面標示を設置するとともに緑色のライン
で文字を四角囲みすることで視覚的に強調する対策
を行いました。
なお、セブンイレブン側は舗装工事を予定している
ため、今年度は風間街道側のみ路面標示を設置しま
した。

（４）道路整備改修・歩道・ガードレールの設置・修繕



×

－

52

七小七中 七次台３－４６付
近の横断歩道

・標識の改修
（・横断歩道の補
修）

48

車道の上にある道路標識が抜けている。ス ピー
ドの出ている車の多い通りで信号のない横断歩道
なので標識の改修を要望。

－

59 清小七中
清水口小学校正門
前階段

スロープの形状の
変更

55

傾斜が急で自転車やベビーカーを押しての上り下
りに危険が伴い、歩いて利用する人が巻き込まれ
そうになる。緩やかなスロープにして、通学する
児童が安全に利用できるようにしてほしい。

×

○： 29

△： 10

×： 18

－： 17

計： 74

番号 学校区 場  所 要望内容 地図 説  明 回  答

63 清小七小
清水口小学校正門
前階段

スロープ・階段の
鉄柵の修繕

55

小学校正門前の横断歩道から上の道路にあがる階
段・スロープの手すりフェンスの鉄柵が腐食によ
り策が1本外れており、鉄柵の結合部分もかなり
腐食していて、強く力を加えると簡単に外れて落
下してしまいそうで危険です。
（場所は、NO.59と同じ場所）

【道路課】
階段の手すりフェンスの補修を行いまし
た。

評 価

○

【印西警察署】
歩車分離式の表示板は、信号機脇に既設されてお
り、新たに設置することはできません。また、表示
板の文字の大きさは規定されているため、拡大表示
することはできません。

【印旛土木事務所】
合同点検で、斜め横断禁止の標示ができないか意見
があったことから、斜め横断禁止のシールを歩道上
に設置する予定です。

【印西警察署】
補修を予定しています。

【道路課】
スロープの形状変更を行う計画はありません。
自転車やベビーカーにつきましては、遠回り
となりますが、別の経路をご利用くださいますよう
お願いします。

要望事項に対して達成したもの

要望事項に対して達成していないもの

代替え案、次期計画、長期計画、直近（１年以内）でできるもの

対策内容や時期等が未定のものは評価なしとして改めて進捗状況を報告する

※1つの要望に対して複数の回答をしている箇所があるため、要望６２件に対して評価７４件となっております。

（７）その他の危険箇所改善

【白井市小中学校ＰＴＡ連絡協議会からの要望箇所以外で点検を実施する箇所（学校要望箇所）】

【令和４年度評価（要望箇所のみ)】  (評価基準）

（６）看板の設置・改修・移設

51 七小七中

根16667-5付近セ
ブンイレブン白井
清水口店交差点信
号

歩者分離の表示を
増やすか拡大など

47

歩車分離になり未だに慣れず信号無視をしてしま
う車がいます。高齢化社会でもあり、今までの慣
れや小さな文字では無意識に出ていってしまって
いることもあるので、表示を大きくしたり路面へ
斜めのラインを引くなど一目見て変わったことが
わかるような注意喚起をお願いしたい。


